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委 員 長 報 告 書 

 

さる９月 10 日の本会議において、本委員会に付託された 

議案第８号   橋本市男女共同参画推進条例について 

議案第 10 号  橋本市手数料条例の一部を改正する条例について   

議案第 12号  橋本市民会館設置及び管理条例の一部を改正する条例に 

ついて 

を審査するため、９月 11 日に委員会を開催し、慎重審査の結果、議案第８

号、議案第 10 号は全会一致で原案可決、議案第 12 号は賛成多数で原案の

とおり可決すべきものと決しましたので、以下その概要を報告いたします。 

 

記 

 

議案第８号は、男女共同参画社会の実現を目指し、その基本理念を定め、

市、市民、事業者及び教育関係者の責務を明示するとともに、男女共同参

画に関する施策の基本となる事項を定めることにより、男女共同参画を総

合的かつ計画的に推進するための条例を制定するものである。 

 

委員から、条例に前文がないことについて、パブリックコメントでも指

摘されているが、なぜ盛り込まないのか とのただしがあり、他自治体の

事例において、前文ではその歴史や社会情勢について記載している。男女

共同参画推進懇話会において検討したところ、本市の歴史については古い

が条例に盛り込むような内容ではなく、社会情勢については、国が本年 12

月に第４次男女共同参画基本計画を策定予定であるなど常に変化している

状況であり、条例に盛り込むと変更が難しくなることもあり、概要版で対

応するべきという意見が多数であったためである との答弁がありました。 

男女共同参画審議会の委員は 15 人以内となっているが男女比率につい

て ただしがあり、第 16 条第４項に定める区分ごとに男女比が同じになる

よう努める。懇話会については、現在は男性５人、女性 10 人である との

答弁がありました。 
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条例に市の責務を規定し、施策を実施していくにあたり、一定の予算措

置が必要であると考えるが、所管課における男女共同参画と人権推進に関

する予算の現状と来年度予算の方針について ただしがあり、本年度予算

では、男女共同参画に関して 66 万１千円、人権推進に関して 1,155 万２千

円である。男女共同参画に関する講座の開催や窓口の設置を考えており、

28 年度予算に反映していきたい との答弁がありました。 

啓発活動について ただしがあり、サマーボールやまっせ・はしもとな

どのイベントや街頭での物品配布、スーパーの女性トイレ内へのＤＶ被害

相談の啓発など、これまでの啓発活動を継続しながら、各研修をよりいっ

そう充実していきたい。また、広報紙において、11 月の人権を考える強調

月間にあわせＤＶ関係等について掲載する との答弁がありました。 

男女共同参画に関する相談件数と対応について ただしがあり、ＤＶ関

係の相談は、25 年度は３件、26 年度 14 件、27 年度は現在までで６件であ

った。相談内容に応じて関係各課と連携しながら対応しており、シェルタ

ーが必要であれば保健所を通じて対応する との答弁がありました。 

目標設定をするのか とのただしがあり、第二次橋本市男女共同参画計

画において目標を設定しており、市が設置する審議会等における女性割合

を 28 年度に 35％、当該計画の最終年度である 33 年度に 40％、女性委員が

いない審議会等の割合を 33 年度 10％、市の管理職における女性割合を 28

年度 20％、33 年度 25％にすることを目指している との答弁がありまし

た。 

他自治体において、ＤＶやシェルターの事情を知らない職員が誤って情

報を漏らしてしまった事例があったが、本市の対策は とのただしがあり、

重大な問題と考えており、関係各課と連絡会を開催している。他自治体の

事例が発生すれば、注意喚起の文書を各課へ通知し、万全の対策を講じて

いる との答弁がありました。 

 

議案第 10 号は、マイナンバー制度の開始に伴い、通知カードと個人番

号カードについては再交付手数料を定め、また住民基本台帳カードについ

ては本年 12 月末をもって交付終了となるため交付手数料規定を削除する。
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また、戸籍・住民票に基づく行政証明の手数料と、地方自治法の改正に伴

う、認可地縁団体に対する不動産登記の特例に関する情報提供や通知の手

数料を新たに定めるものである。 

 

委員から、やむを得ない場合は無料で通知カードや個人番号カードを再

交付すると規定しているが、どのような場合か とのただしがあり、住所

や氏名を変更した時に記載する、カードの追記欄の余白がなくなった場合

や個人番号カードに搭載されるＩＣチップが機能しない場合などである 

との答弁がありました。 

マイナンバー制度は市民に未だ十分に浸透していないと考えるが、周知

方法について ただしがあり、広報紙において、４月号はマイナンバー制

度の概要について、７月号では 10 月からのマイナンバーの通知開始につい

て、９月号では、やむを得ない場合は通知カードの送付先を変更できるこ

とを掲載した。10 月号では、通知カードの発送と個人番号カードの申請方

法について広報する予定である との答弁がありました。 

通知カードの郵送に関して、住所不明であった場合はどう対応するのか 

とのただしがあり、簡易書留で転送不要として郵送されるが、届かなかっ

た分は市民課に返戻される。住所変更や死亡など順次精査し、送付可能な

ものは再度送付する。なお、個人番号カードについては、郵送ではなく、

市民課窓口で本人確認し、直接交付する との答弁がありました。 

不動産登記の特例の内容について ただしがあり、認可地縁団体が所有

する不動産の登記をする時に相続人不明等により手続きが困難である場合、

市が登記について異議のある関係者は異議を申し述べるよう公告し、三カ

月間の公告期間において異議がなかった場合に団体が登記できる制度であ

る との答弁がありました。 

 

議案第 12 号は、市民会館ホールや会議室、設備等の使用料について、

使用料・手数料等に関する基本方針に基づき、受益者負担額の適正化を図

るため、受益者負担割合を 70％として見直しを行い、使用料を改定するも

のである。 
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委員から、現行の受益者負担割合について ただしがあり、46.68％で

ある との答弁がありました。 

エアコンを利用する場合の使用料も変更されるか とのただしがあり、

基本使用料に対し５割加算するという規定が別にあり、加算割合に変更は

ないが増額となる との答弁がありました。 

近隣自治体の同規模施設の使用料について調査したか とのただしが

あり、調査を行っており、施設の大小や新旧により一律に比較するのは難

しいが、改定後の使用料においても、他自治体の使用料より安い部分が多

い との答弁がありました。 

基本方針において、使用料を見直しする時は経費や原価について過去３

年間の実績をもとに算定する、としているが、今回の改定は基本方針と整

合性がとれているか とのただしがあり、東日本大震災に起因する電気料

金の高騰により、過去３年間の実績により算定とすると実態にそぐわない

と判断し、最新値である 25 年度決算値から算定している。その結果、受益

者負担割合が 50％弱であったことによる見直しであり、基本方針に準じる

という形で整合性を保っている との答弁がありました。 

 

 討論に入り、原案に反対の立場から、基本方針に基づき受益者負担割合

を上げることによる使用料の値上げだが、市民会館は、市民の方が大ホー

ルで発表会を行うなど、様々なことで使用している。現在の経済情勢は、

消費税が増税され、給料が上がった企業もあるが、全体的には景気がよく

なっていない状況であり、市民負担を増やす値上げの条例改正には反対す

る との討論がありました。 

 


